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一 法人に関する基礎的な情報 

１ 理事長によるメッセージ 

本学の建学の精神は、「看護学の考究」「心豊かな人材の育成」「地域社会への貢献」です。

医療や看護に関する学問を身に付け、人間と社会を深く理解し、豊かな人間性を備えたプロ

フェッショナルを育成し社会に貢献することをめざしています。 

 

本学は 1998 年に開学後、2008 年に日本で初めて大学院修士課程でナースプラクティショ

ナー（診療看護師, NP）の教育を始めました。2011 年からは他大学に先駆けて、学士課程

を看護師教育課程とし、高度な医療と質の高い看護を確実に提供でき、リーダーシップを発

揮できる基盤を持つ看護師の育成を始めました。保健師と助産師教育は大学院教育として

います。このように本学は、わが国の看護の質を向上しけん引する役割を担ってきました。 

 

新たな感染症、地震等の自然災害、紛争等の問題は、国内だけでなく世界レベルで生じて

います。これらの困難に対して医療者として何ができるのか、医療システムや次なる災害へ

の備えの体制はどうしたらよいのか、考えることをやめず、先読みして動き、社会に働きか

けることのできる看護のプロフェッショナルが求められます。本学には、このような新たな

ものに挑戦し、社会に働きかけることのできるプロフェッショナルを育成するための土壌

があり、それを実現するカリキュラムと教育体制・環境があります。そして、看護の面白さ

を存分に味わい、探究心をもって学びを深め、感性を磨くための豊富な機会と環境を提供し

ています。 

 

自律した専門職として社会に貢献したいと考えている皆さん、本学の在学生・教職員一同

は心より歓迎いたします。 
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２ 法人の目的、業務内容 

（１）法人の目的 

 この公立大学法人は、大分県における看護学の拠点として大学を設置し、及び管理

することにより、看護に関する高等専門教育、学術研究及び国際交流を通じて、生命

の尊厳と倫理観を基盤とし、科学的視野に富み、及び社会の要請にこたえることので

きる心豊かな人材を育成し、もって地域社会における保健医療及び福祉の向上並び

に我が国の看護学の進展に貢献することを目的とする。 

 

（２）業務内容 

    公立大学法人大分県立看護科学大学定款第２５条に基づき、以下の業務を行いま

す。 

① 大学を設置し、これを運営すること。 

② 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行

うこと。 

③ 地域社会及び国際社会において、大学における教育研究の成果を普及し、及び

その活用を促進すること。 

④ 学生以外の者に対し、看護に関する学習の機会を提供すること。 

⑤ 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法

人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

⑥ 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 
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３ 法人の位置づけ及び役割 

 公立大学法人大分県立看護科学大学は、大分県立の大学法人として、県と密接に

連携を図りながら、設立目的に則って以下の使命・役割を遂行し、大学として機能

することによって、大分県の発展に貢献します。 

 

    １．保健・医療・福祉の人材供給（教育・社会貢献） 

２．少子高齢化･過疎化･国際化が進む地域社会への施策立案（研究･社会貢献） 

３．看護学・人間科学の知見を県内企業・起業に生かす（研究・産学連携） 
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４ 理事長の理念や経営上の方針・戦略等 

本学は、以下の「建学の精神」に基づいて運営を行っています。    

〔建学の精神〕 

１、看護学の考究 

看護学を追求し、県内の看護教育・研究の拠点として、中心的役割を担うこと。 

２、心豊かな人材の育成 

看護を必要とする人が何を思い、何を感じ、そして何を望んでいるかという、

人々の心の悩みや痛みがわかる心豊かな人材を育成すること。 

３、地域社会への貢献 

県民や地域の看護職との交流を図りながら、地域社会の保健、医療、福祉に貢

献すること。 

    

また、創設以来、下記の方針で運営してきました。これが、本学の特長にもなって

います。 

１．果敢に挑戦する 

開学後、その時代に必要だと思うことに挑戦し開拓してきた結果、「日本初」をい

くつも実現しています。2008 年に、「ナースプラクティショナー」という高度な実

践を行う看護師の教育を、大学院修士課程で始めました。また、2011 年からは、保

健師教育を、やはり修士課程で行うようにし、学部 4 年間は看護師教育に焦点化し

ました。確かな看護の実力を付けて、自立して働ける看護師を養成するためです。

いずれも、今、全国に拡がっています。 

 

2．科学（Science）を大事にして、教育の中に活かす 

本学の名称には「科学」が入っています。健康科学実験を始め、授業に様々に「測

定」が取り入れられています。コロナ過を契機に実習室も大幅に改造し、自分の看

護技術をその場で見ながら討議、改善できるようにするなど、常に、エビデンスを

基に考える力を養います。 

 

3．地域に根差し、地域から愛される大学である 

学部の予防的家庭訪問実習（1 年生から 4 年生がチームを組み、地元の高齢の協

力者のお宅を年に数回家庭訪問する）は、地域のご協力の賜物です。現在、看護師

の働く場が、地域に広がっており、学生時代に高齢者の「普通の生活」を体験でき

ることは貴重です。 

 

大分県を舞台に、その課題を見出して多くの機関と協働して解決に取り組むこと、

教育と研究と社会貢献を通して、県内に良い循環を生み出すことを心掛けています。 
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５ 業績の適正な評価の前提情報 

 本学の業務についてのご理解とその評価に資するため、各事業の前提となる事業ス

キームは以下のとおりです。 

 

① 教育 

看護の対象となる生物学的なヒトから社会で生活する人間までを総合的に理解す

る能力と豊かな人間性を養い、専門職として自律的に判断し、課題を解決する能力

を持った人材を育成しています。これらの教育を通して、看護学の発展・向上に貢

献するとともに地域医療への貢献を目指しています。 

    

 〇教育課程 

〔看護学部〕 

看護基礎教育を充実し、判断力と実践力の高い看護師を４年間で育てます。

看護師の資格を持ち、学校保健のみならず地域社会に貢献できる養護教諭を育

てます(選択制)。 

 

〔看護学研究科〕 

実践者養成では、専門性の高い教育で保健師、助産師、診療看護師（ＮＰ）、

看護管理者を育てます。臨床や地域で活動する看護職の学び直しと研究力を育

成します。研究者養成では、看護学と健康科学の研究者・教育者を育てます。 
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〇定員・学生数（令和５年５月１日時点） 

 定  員 学生数 備     考 
 

学 
 

部 

１年次生       ８０      ８３（ ６）  
２年次生       ８０      ８６（ ２）  
３年次生       ８０      ８７（ ５）  
４年次生      ８０      ７５（ ５）  

 小 計     ３２０     ３３１（１８）  
 

大 
学 
院 
 

修士１年       ３７      ２８（ ２）  
  ２年       ３７      ３７（１０）  
博士１年         ４        １（ １）  
   ２年         ４        ４（ １）  
    ３年      ４      １８（ ６）  

 小 計       ８６     ８８（２０）  
合   計     ４０６     ４１９（３８）  

  （ ）は男子学生数で内数 

 

  〇研究室体制   

 

  

 〇実習（特徴的な実習例） 

〔予防的家庭訪問実習〕 

    学生が大学 4 年間を通じて継続的・定期的に 70 歳以上の高齢者の家庭を訪

問し、健康状態や生活実態などの把握・心身の機能低下予防に向けた支援を行

う予防的家庭訪問実習を行っています。4 年間同じ高齢者を担当することによ

り、高齢者の人生を長期的な視点で支える重要性を理解し、高齢者に継続的に

関わることができる看護師を目指します。 
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② 研究 

 看護学研究機関として、保健、医療及び福祉の分野における研究に加えて、自治

体等と協力して社会的・地域の課題を解決する多様な研究活動を推進しています。

また、学内競争的研究費を設けたり、科学研究費補助金の獲得を支援して、質の高

い研究成果を目指しています。県内の企業との共同研究を推進して、特許の取得や

研究成果の社会実装を目指し、また、知的財産を適切に保護・活用しています。一

方、研究倫理教育を教員・学生に毎年行い、責任ある研究行為の実践を可能にして

います。 

 

③ 国際交流 

 国際交流については、海外の大学とＭＯＵ（国際交流協定）を締結し、毎年、学

生の派遣や受け入れ等を行い、学生の国際的な視野を育成しています。また、国外

からの研修生や留学生を積極的に受け入れ、教育・研究における国際交流及び国際

協力を促進しています。さらに、看護国際フォーラムを開催して最新の知見を学生

や地域の看護職に提供しています。 

 

④ 社会貢献 

高まる看護需要に応えられるよう、質の高い看護職者を県内に輩出するととも

に、卒業生及び修了生の継続教育や協力を通して、地域の保健、医療及び福祉への

貢献を目指しています。また、大分県内の看護職者の資質向上のための教育及び研

究を支援し、大分県の看護学教育研究拠点としての役割を担っています。一方、行

政機関や各種団体と連携し、健康長寿の社会づくりの推進に寄与しています。 
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６ 法人の基本情報 

（１）沿革 

   平成１０年 ４月 大分県立看護科学大学開学 

初代学長に草間朋子が就任 

     平成１３年 ６月 文部科学省へ大学院（修士課程）設置認可申請 

     平成１３年１２月 大学院（修士課程）設置認可 

     平成１４年 ４月 大学院（修士課程）開設 

   平成１５年１１月 大学院（博士課程）設置認可 

     平成１６年 ４月 大学院（博士課程）開設、看護研究交流センター開設 

     平成１８年 ４月 公立大学法人大分県立看護科学大学を設立 

初代理事長（学長）に草間朋子氏が就任 

                       大学院修士課程に助産学コース開設 

   平成１９年 ４月 文部科学省「大学教育国際化推進プログラム」に選定 

   平成２０年 ４月 大学院修士課程ＮＰ(Nurse Practitioner)養成コース開設 

   平成２０年 ９月 認定看護師コース(訪問看護)開設 (閉講：平成２５年３月) 

   平成２１年 ４月 大学院修士・博士課程に健康科学専攻開設 

   平成２２年 ４月 大学院修士課程に管理者コース開設 

平成２３年 ４月 学部を看護師教育に特化 

大学院修士課程において保健師、助産師教育を開始 

大学院修士課程に広域看護学コース開設 

平成２４年 ４月 村嶋幸代が理事長（学長）に就任 

   平成２５年 ４月 看護研究交流センターの組織改編、強化 

   平成２５年 ８月 文部科学省「地（知）の拠点整備事業（ＣＯＣ）」採択 

   平成２７年 ４月 学部に養護教諭（一種免許）養成課程開設 

   平成２７年 ７月 蔚山大学校医科大学看護課程と国際交流協定を締結 

平成２７年１０月 厚生労働省「特定行為研修指定研修機関」に指定 

令和 元年 ８月 ムハマディア大学ジョグジャカルタ校と国際交流協定を締結 

令和 元年１２月 仁荷大学校医科大学看護学部と国際交流協定を締結 

令和 ４年 ４月 社会看護学研究室を創設 

 

 

（２）設立に係る根拠法 

 地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号） 
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（３）組織図（令和５年度） 

 

（４）事務所の所在地 

 大分県大分市大字廻栖野２９４４番地の９ 

 

（５）資本金の額及び出資者毎の出資額 

（単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

地方自治体出資金 3,264 0 0 3,264 

資本金合計 3,264 0 0 3,264 

     注）単位未満四捨五入 

　 生体科学研究室
生体反応学研究室
健康運動学研究室
人間関係学研究室

　 環境保健学研究室
健康情報科学研究室
言語学研究室
基礎看護学研究室
看護アセスメント学研究室
成人看護学研究室 
老年看護学研究室 
小児看護学研究室
母性看護学研究室

　 助産学研究室
精神看護学研究室
ＮＰ研究室
看護管理学研究室
社会看護学研究室
地域看護学研究室

　 国際看護学研究室
【事務組織】
（事務局）

　

　 　
　

　

　 【附属施設】
（附属図書館）

　

（看護研究交流センター）

（研修・実習センター）

　

（アドミッション・オフィス）
情報ネットワーク委員会

アドミッション・オフィス担当理事 知的財産本部

ハラスメント防止・対策委員会

利益相反委員会 発明審査委員会

継続教育推進チーム
ＦＤ／ＳＤ委員会 事　務　部

産学官連携推進チーム

研究倫理・安全委員会 ＮＰ教育・事業推進チーム
動物実験小委員会 研修・実習センター長（兼理事）

学術ジャーナルチーム
図書委員会

遺伝子組換え実験
安全小委員会

健康増進プロジェクトチーム

就職・進路支援委員会

国際交流委員会 看護研究交流センター長（兼理事） 地域交流チーム

附属図書館長（兼理事） 図書館管理グループ
広報・公開講座委員会

入試委員会

教育研究委員会
養護教諭養成部門

総務グループ
研究科教育研究委員会 国家試験対策小委員会 事務局長（理事）

財務グループ
看護実践力修得支援

小委員会
看護学実習委員会

管理監
　・兼：事務局長（財務･労務・人事）

　・兼：学部長（学部業務）

　・兼：研究科長（大学院業務）

教務学生グループ

学生生活支援委員会
　

自己点検・評価委員会

学長 学部長（理事）

（看護学研究科）

監事 理事会 内部質保証会議 理事長選考会議 研究科長（理事）

連携
教授会

経営審議会 教育研究審議会
研究科委員会

法　人　組　織　図

理事長
【教員組織】
（看護学部）
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（６）ガバナンスの状況 

 業務方法書に基づき、役員（監事を除く。）の職務の執行が法又は他の法令に適

合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制を整備

し、継続的にその見直しを図るとともに、役員及び職員への周知や研修の実施、必

要な情報システムの更新に努めています。 

本学のガバナンスの体制は下図のとおりです。 
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（７）役員等の状況 

① 役員の状況（令和５年度） 

 

 

② 教職員の状況（令和５年５月１日時点） 

職 名 正 規 非常勤 臨 時 計 備考 

 理事長（学長）        １        １  
 理事        ３        ３  

（小   計）        ４         ４  

 教授      １３      １３  
 准教授      １３      １３  
 講師       ５       ５  
 助教      １８       １８  
 助手       １     ２     ６     ９  

（小   計）      ５０      ２     ６    ５８  

 事務職員等      １０ ※   ５     ８    ２３ ※就職相談員、国際交

流ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ、知的財産

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ含む 

計      ６４     ７    １４    ８５  

 

 

７ 内部統制の運用に関する情報 

 本学では、内部統制を確保するため、以下のような体制を整備・運用しています。 

役　職 担　当 氏　名 備　考

理事長（学長） 村嶋　幸代

教育（学部）・研究 福田　広美 大分県立看護科学大学　学部長

教育（大学院）・研究・
地域貢献

稲垣　敦 大分県立看護科学大学　研究科長

組織・財務（事務局） 首藤　圭（新） 大分県立看護科学大学　事務局長

教育・研究担当 三股　浩光 大分大学医学部附属病院長

地域貢献担当 佐藤　昌司 大分県立病院長

経営戦略担当 渡邉　規生 富士甚醤油株式会社 代表取締役社長

福田　安孝 公認会計士

中野　洋子 公益社団法人 認知症の人と家族の会　大分県支部 代表

役　　　員

理事

理事（非常勤）

監事（非常勤）
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○ 監事監査 

 本学では、２名の監事が大学の業務全般及び会計処理の監査を実施するととも

に、公認会計士に財務会計処理及び財務諸表等の適正の確認等を業務委託し定期

的に会計処理が適正に行われているかの監視及び検証を行っています。 

 監事は、監査の結果、是正又は改善を要する事項があると判断したときは、理

事長又は県に意見を提出するとともに、是正又は改善の状況について理事長に報

告を求め、又は必要な確認を行います。 

 

   〇 内部質保証推進体制 

大分県立看護科学大学における内部質保証に関する規程に基づき、本学の内部

質保証に関する総括的な評価を行う組織として内部質保証推進会議を設置してい

ます。内部質保証推進会議を中心とする本学における内部質保証体制は下記のと

おりです。 
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○ 研究活動等の不正行為防止体制 

本学では「研究の倫理・安全に関する指針」等の学内ルールを設け、教職員の

倫理意識を高め、法令遵守を徹底するとともに、下図のとおり、研究活動及び公

的研究費に係る責任と権限の体系を明確にして、不正防止に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ハラスメント防止・対策委員会 

  大分県立看護科学大学ハラスメントの防止等に関する規程に基づき、本学におけ

るハラスメントの防止及び対策のために、ハラスメント防止・対策委員会を設置し

ています。ハラスメント相談員を置き、苦情相談等に対応しています。また、毎年

度ハラスメント防止を目的とした研修会を開催しています。 
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〇 知的財産本部 

大分県立看護科学大学知的財産本部規程に基づき本学における発明等の研究成果

の管理を行うとともに、これらの研究成果を法人の知的財産として保護育成及び活

用することにより、社会の発展に寄与することを目的として、知的財産本部を設置

しています。知的財産に関するマネジメント体制は下記のとおりです。 

 

  〇 意見提案箱（目安箱）の設置 

    学生から大学への意見等・提案等を収集する意見提案箱を設置し、大学運営に反

映させています。 

 

 

 

 

 

 

二 財務諸表の要約 

財務諸表をご参照ください。 

 

 

 

三 財務情報 

１ 財務諸表に記載された事項の概要 

財務諸表をご参照ください。 
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２ 大学施設の状況 

（１） 校 舎  

所在地 大分県大分市大字廻栖野２９４４番地の９ 

○ 校 地      （単位：㎡） 

    区 分   面    積 

 校 舎 敷 地          ５７，９９０ 

 運動場用地     １３，１４０ 

 駐 車 場       ７，７３４ 

      計     ７８，８６４ 

 

      ○ 校舎建物                                 （単位：㎡） 

区  分 面  積 構       造 

 管  理  棟    ２，２２４  鉄筋コンクリート３階建 

 講  義  棟   ２，８１６   鉄筋コンクリート３階建 

 図書館・食堂棟   ３，３４６   鉄筋コンクリート３階建 

 実習・研究棟          ５，８８２   鉄筋コンクリート３階建 

 交  流  棟     ９３０   鉄筋コンクリート３階建 

 体  育  館   １，０６７   鉄筋コンクリート平屋建 

  実験動物施設                １０２   鉄筋コンクリート平屋建 

  車     庫           ６９   軽量鉄骨平屋建 

 倉庫及び機械室         ４９   鉄筋コンクリート平屋建 

       計  １６，４８５  

 

（２） 研修・実習センター 

所在地 大分県大分市豊饒二丁目７番２号 

                敷地面積 ２，３５４㎡ 

                延床面積  １，０７７㎡       鉄筋コンクリート２階建 

 

（３） 職員住宅 

  所在地 大分県大分市大字廻栖野３２０２番地の１ 

          敷地面積 ２，１４７㎡ 

                延床面積      ７５４㎡ 鉄筋コンクリート３階建等(２棟・１２戸） 

 

３ 重要な資産等の整備等の状況 

   大学資産以外の施設については、該当はありません。 
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４ 予算及び決算の概要 
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５ 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況 

 冷暖房について節減の取り組みを実施したことにより、光熱費の使用量は対前年

度比で、電気△3.3％、ガス△5.4％の削減となりました。 

 

四 事業に関する説明 

１ 中期目標 

令和５事業年度における業務の実績に関する報告書をご参照ください。 

 

２ 中期計画及び年度計画 

令和５事業年度における業務の実績に関する報告書をご参照ください。 

 

３ 業務運営上の課題・リスク及びその対応策 

（１）課題・リスク管理の状況 

 本学は、リスクの発生防止及びリスク発生時の損失、被害の最小化を図るため、

大学経営及び目標の達成を阻害する要因として、「少子化による入学者減少」、「自然

災害・事故等」、「情報管理」及び「コンプライアンス」を課題・リスクとして捉

え、それらの課題・リスクに対して対策を講じています。 

 

（２）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

 上記の４つのリスクへの対応状況は、以下のとおりです。 

○ 少子化による入学者減少のリスク 

 人口減少・少子化社会の進展に伴い、志願者が減少する課題を認識していま

す。志願者の減少は検定料収入の低下と入学生の質の低下につながるため、オー

プンキャンパスや動画による入試広報、進学相談会の強化はもちろん、学長自ら

高校を訪問して連携を深め、またアドミッションオフィスを設置して退職した高

校教員を雇用し、情報収集や課題に取り組みました。一方、入試内容の検討し、

インターネット出願も実現しました。 

○ 自然災害・事故等 

 台風や地震等の自然災害、火災や盗難等の事故時の大学運営について、大学が

被災する等した場合を想定し、防災・業務継続計画（ＢＣＰ）を策定し、迅速か

つ確実に対応を可能とする仕組みを構築しています。また、危機管理対策本部を

設置し、毎週サマリーレポートを作成して、過去の経験を将来に活かしていま

す。一方、コロナ禍においては、新型コロナウイルス感染症対策マニュアルを策

定し、感染状況に応じて改訂を行い、教職員や学生に周知し、判断の基準にして

います。防災避難訓練及び消火器の取扱訓練も毎年実施しています。 
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○ 情報管理 

 情報セキュリティに関する障害・事故等を防止するため、規程類の整備、各種

セキュリティ対策の実装、定期的な研修会の実施、学内のシステムのセキュリテ

ィの確認等に取り組んでいます。また、現在、情報セキュリティ関連規定を改訂

中です。 

 

○ コンプライアンス 

 役職員の不祥事・不正行為等を防止するため倫理規程の整備、通報制度の整

備、複数名によるチェック体制の導入等に取り組み、役員は全員保険に加入して

います。また、兼業先との利益相反や責務相反を防止するための審査もしていま

す。さらに、パワ－ハラスメントやセクシャルハラスメント等のハラスメント防

止の観点から、ハラスメントの防止等に関する規程等を策定し、ハラスメント防

止・対委員会を設置して定期的に委員会を開催し、相談窓口の設置・周知、人権

研修会等の開催を通じて、人権侵害の防止及び排除に取り組んでいます。また、

研究倫理に関しても、インターネットを活用した倫理教育を教員・大学院生に毎

年行い、責任ある研究行為の実践を推進しています。 

 

４ 財源の内訳 

① 財源の内訳（業務収入、債券及び借入金、補助金等） 

 運営費交付金収入 656,116,000 円（総額の 66.9％）、施設整備事業費補助金

13,530,000 円（1.4％）、自己収入 231,611,177 円（23.6%）、受託研究等外部資

金収入 37,180,300 円（3.8％）、目的積立金取崩が 42,766,654 円（4.4%）とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自己収入に関する説明 

 本学の自己収入は授業料収入、入学料収入、検定料収入、手数料や貸付料等の

雑収入であり、収入全体の約２割を占めています。 
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５ 財務情報及び業務の実績に基づく説明 

令和５事業年度における業務の実績に関する報告書をご参照ください。 

 


